
●申告の簡易判断基準（目安） 

1 

 

令和８年１月１日に御代田町に住民登録されてい

ますか？ 

令和 8年 1 月 1 日住民登録のある市町村に確認してくだ

さい。 

令和７年中はどのような収入がありましたか？ 

収入なし 主に給与 主に営業等・農業・不動

産・配当・雑・一時・譲

渡などの収入 

主に公的年金 

町内に住民

登録してい

る親族の、

税法上の扶

養親族にな

っています

か？ 

勤務先で年末調整をしていま

すか？ 

給与以外の副業収入や複数の

会社からの給与収入がありま

すか。 

年末調整を受

けていない給

与収入と給与

以外の所得の

合計額が 20

万円を超えま

すか？ 

医療費控除・

生命保険料控

除等の控除の

追加がありま

すか？ 

その収入の所得は 95 万

円を超えますか？ 

公的年金収入額は 400 万円以下です

か？ 

公的年金以外の所得がありますか？ 

公的年金収入額は次の金額以下で

すか？ 

65 歳未満：98 万円以下 

65 歳以上：148 万円以下 

扶養控除、医療費控除、社会保

険料控除、生命保険料控除等の

控除の追加がありますか？ 

はい 

いいえ 

はい 
いいえ 

はい いいえ 

はい いいえ 

はい 

(20 万円超え） 

はい 

(20 万円以下） 
いいえ 

はい いいえ 

はい いいえ 

【判定結果】 

① 町民税・県民税申告が必要です。申告書は町税務課へ提出してください。 

  ※収入がない方は収入がない旨記載して提出してください。 

  ※所得税の還付を受ける場合は、②となります。 

② 確定申告が必要です。申告書は e-Tax または郵送等で佐久税務署へ提出してください。 

③ 申告は不要です。 

※あくまで簡易的な判断基準です。個々の状況により申告が必要な場合がありますので、ご留意ください。 
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